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事　 業　 報　 告

(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

　

１．企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

　当連結会計年度における我が国経済は、日本、欧米及びアジアの新興国による

景気対策が功を奏し、金融危機に端を発した、一昨年秋からの深刻な景気後退か

ら、デフレギャップ等の問題を抱えながらも、緩やかに持ち直しつつある状況で

す。

　機械・プラント事業では、中国、インドなど新興国の景気回復による、エネル

ギー消費の拡大及び原油価格の回復に伴い、中断や延期されていた貯蔵設備を含

むエネルギー関連プロジェクトが再び計画されるようになりました。特にＣＯ２

削減対策としてのガス需要の増大による、ＬＮＧ関連の新規計画が活況となって

おります。

　物流システム事業では、物流量の減少やＣＯ２排出量削減要請を受けた物流拠

点の再編、統合及びアウトソーシング化が進み、物流システムに対するユーザー

の要望が多岐にわたり、更に高度化しております。

　建築事業では、市場の回復が遅く、建築資材費等は下がったものの、需要低迷

で競争が激しく、厳しい環境が続いております。

　このような事業環境下にあって、当連結会計年度の売上高は504億４千６百万

円（前年同期比5.8％増）、営業利益は38億６千３百万円（同106.9％増）、経常

利益は37億８千２百万円（同83.8％増）となりました。一方、当期純利益は特別

利益の減少及び法人税等調整額の増加などにより、35億６千万円（同18.5％増）

となりました。また、受注高については、390億６千２百万円（同24.9％減）と

なりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。

・機械・プラント事業

　海外市場では、エネルギー消費の増大に伴う、供給設備の増強による、貯蔵設

備に対する需要が高まる中、豊富な実績と国際競争力の強みを活かし、中東の石



－ 2 －

油精製所向けに43基のタンクを受注しました。国内のメンテナンス市場では消防

法の一部改正による浮屋根式貯槽の改修工事とともに、設計から工事までの一貫

した管理体制の提案で、大型製油所の複数年にわたる、一括タンクメンテナンス

工事を受注し、同工事関係の業容拡大を続けております。

　売上・利益面では、海外の大型案件の完工等により、売上高は伸び悩みました

が、既受注の国内の大型ＬＮＧ案件及びメンテナンス工事が順調に進捗し、収益

改善策を推し進めた結果、減収増益となりました。

　この結果、当事業の売上高は242億２千４百万円（前年同期比8.2％減）、営業

利益は24億４千万円（同18.4％増）、受注高は204億８千８百万円（同40.8％減）

となりました。

・物流システム事業

　中期経営計画の重点施策を積極的に進めた結果、配送設備の再編等が進む生協

向けピッキングシステム、空港向け手荷物搬送設備・航空貨物物流システム及び

小売業向け仕分けシステム等を受注しました。売上・利益面では、生協、空港、

小売業向け大型案件が売上計上され、コスト低減や業務効率化策を含む、重点施

策の着実な遂行により、大幅な増収増益となりました。

　この結果、当事業の売上高は208億９千６百万円（前年同期比74.7％増）、営

業利益は10億６千３百万円（前年同期は営業損失４億９千８百万円）、受注高は

164億１千４百万円（同23.2％増）となりました。

・建築事業

　建築市場が引き続き低迷する中、主力の賃貸用共同住宅及び鋼管杭工事の受注

は、まだまだ厳しい状況となっております。

　このような状況の中、当事業の売上高は26億３千３百万円（前年同期比47.5％

減）、営業利益は６千４百万円（同58.5％減）、受注高は21億５千９百万円（同

46.3％減）となりました。

・不動産賃貸事業及びその他の事業

　不動産賃貸事業及び上記に属さない当社グループ各社の各々の売上高はそれぞ

れ５億３千９百万円（前年同期比8.9％減）及び21億５千２百万円（同41.8％

減）、営業利益はそれぞれ２億９千１百万円（同20.0％減）及び２億７千１百万

円（同89.1％増）となりました。



－ 3 －

②　事業別売上高

区 分 金 額 構 成 比

機械・プラント事業
24,224 百万円 48.0 ％

( 8,025)  ( 15.9)  

物流システム事業
20,896 　 41.4 　
(   389)  (  0.8)  

建 築 事 業
2,633  5.2  

(    －)  (   －)  

不動産賃貸事業
539  1.1  

(     5)  (  0.0)  

そ の 他 事 業
2,152  4.3  

(　  －)  ( 　－)  

合 計
50,446  100.0  

( 8,421)  ( 16.7)  

注： （　）内は内数であり輸出額及び輸出構成比率を表わしております。

③　設備投資の状況

1.　当連結会計年度中、完成した主要設備及び継続中の主要設備の新設、拡充等はあ

りません。

2.　当連結会計年度中、生産能力に重要な影響を及ぼす固定資産の売却、撤去、滅失

等はありません。

④　資金調達の状況

当連結会計年度中、特記すべき資金調達はありません。
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(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況
（単位：百万円）

区 分
第 99 期
平成18年度

第 100 期
平成19年度

第101期
平成20年度

第102期
(当連結会計年度)

平成21年度

受 注 高
（うち輸出額）

35,998
( 8,167)

67,590
(23,281)

51,979
( 4,434)

39,062
( 8,056)

売 上 高
（うち輸出額）

45,547
(14,253)

49,784
(15,900)

47,661
(12,657)

50,446
( 8,421)

経 常 利 益 2,457 4,120 2,058 3,782

当 期 純 利 益 2,836 3,809 3,005 3,560

１株当たり当期純利益 20円52銭 27円90銭 22円99銭 28円75銭

総 資 産 69,002 59,059 54,944 58,367

純 資 産 31,942 28,798 28,014 30,276

１株当たり純資産額 231円10銭 216円05銭 222円09銭 250円39銭

注：1.　第101期より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）を適用しております。

2.　第101期より、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。

3.　第101期より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。

4.　第102期より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27

日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平

成19年12月27日）を適用しております。

5.　｢１株当たり当期純利益｣は、自己株式数を除く期中平均発行済株式数により算出してお

ります。

6.　｢１株当たり純資産額｣は、自己株式数を除く期末発行済株式数により算出しております。
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況

①　重要な親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

会 社 名 資本金
当社の議
決権比率

主要な事業内容

 百万円 ％  

トーヨーカネツ ソリューションズ㈱ 400 100.0
物流システム機器
の製造及び販売

ケ イ ・ テ ク ノ ㈱ 60
100.0
(100.0)

物流システム機器
のメンテナンス

㈱ テ ィ ケ イ エ ル 10 100.0 リース、保険業

トーヨーカネツインドネシア社
千米ドル

2,000
100.0
(5.0)

貯蔵タンクの製造
及び販売

注： 議決権比率の（　）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。

　

(4) 対処すべき課題

　当社グループは、「優れた技術、製品､サービスを裏づけとして持続的に成長・

発展するグループ」をグループ経営ビジョンとし、様々な産業分野において最適

な製品（システム）とサービスを提供することにより、顧客の満足と信頼を得る

とともに、社会に貢献することを基本方針としております。

　その方針のもと、「株主」「顧客・取引先」「社員」等全てのステークホルダ

ーの視点に立った経営を行い、グループ企業価値の最大化を目指しております。

　当社グループは、上記経営ビジョンを達成するため、主力事業における５年後

の到達目標を「グローバルトップの競争力と収益性」（機械・プラント事業）及

び｢トップレベルの収益性と成長性｣（物流システム事業）と設定した上で、2009

年度を初年度とする、グループ中期経営計画〈2009年度～2011年度〉を策定致し

ました。本計画の基本方針である｢安定的な収益の確保｣（機械・プラント事業）

及び｢事業の再生と基盤の確立｣（物流システム事業）に基づき、重点施策に取り

組んだ結果、当連結会計年度の売上高は504億４千６百万円と本計画の目標に届か

なかったものの、営業利益は38億６千３百万円と目標である21億９千万円を大き

く上回りました。今後は2011年度の連結業績目標の達成に向けて、以下に掲げる

重点施策を引き続き推進してまいります。
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・機械・プラント事業

アジアを中心とする新興国の経済回復による、石油等の消費増大及びＣＯ２排

出量の削減対策としてのＬＮＧ需要の増加に伴う、大規模な石油設備計画や大型

ＬＮＧ設備計画への対応を強化し、併せて既受注案件の収益向上と、メンテナン

ス事業の業容拡大に向けて、次の施策を実施致します。

① 価格競争力の強化

新規ベンダーの開拓や加工拠点の拡充を行い、競争力の強化を行います。

② プロジェクト処理能力の拡大と処理体制の整備

プロジェクト要員の増強及び技術者の育成を行います

③ 営業力の強化

国内、海外の有力顧客との関係を強化し、受注高の増加を目指します。

④ 研究開発の促進

素材、溶接技術及び施工方法の研究を推進し、技術力の向上を図ります。

⑤ 人的資源管理の強化

研修の実施や積極的な採用活動を行い、人的資源の強化に努めます。

 

・物流システム事業

　物流量の減少やＣＯ２削減要請を受けた物流拠点の再編、統合及びアウトソー

シング化に対応し、厳しい市場環境の中、黒字体質と成長基盤の確立に向けて、

次の施策を実施致します。

　① 価格競争力の強化

低コストコンベアの展開や設計の見直し及び業務改善を進め、競争力の強化

を図ります。

② 提案力の強化

組織の総合力を結集し、低コストシステムの提案力を強化します。

③ 中核市場の深耕と成長領域への攻勢

ターゲット顧客に経営資源を集中し、引合件数の増加に努めます。

④ 人材育成と組織の機動力向上

研修の実施や組織のフラット化・シンプル化を進め、意思決定の迅速化を図

ります。

⑤ メンテナンス子会社（ケイ・テクノ㈱）との連携強化

顧客情報の共有化を図り、連携して顧客リレーションの向上を推進します。
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・建築事業

　建築業界の厳しい環境下ながら、営業及び工事管理体制の強化並びにコスト削

減を図るとともに、不採算案件の排除や新規分野の育成により収益基盤の一層の

強化を図ります。

　

(5) 主要な事業内容（平成22年３月31日現在）

①　機械・プラント事業

ＬＮＧ、ＬＰＧ、原油、その他の気体・液体用の貯蔵タンクを製作し、電力、

ガス、石油及び石油化学等の各社へ納入しております。

②　物流システム事業

ＩＴを融合させた仕分け、ピッキング及び搬送システムを中心とした物流シス

テムを開発・設計・製作し、流通業、運輸業、製造業、空港、郵政等の各社へ

納入しております。

③　建築事業

集合住宅、事務所、店舗、倉庫等の各種建築物の設計・施工及び監理を行い、

法人及び個人顧客へ納入しております。

　

(6) 主要な営業所及び工場（平成22年３月31日現在）

会 社 名 区 分 所 在 地

ト ー ヨ ー カ ネ ツ ㈱
本 社 東京都江東区

千葉事業所 千葉県木更津市

トーヨーカネツ ソリューションズ㈱
本 社 東京都江東区

西日本営業所 大阪府摂津市

トーヨーカネツインドネシア社 バタム工場 インドネシア国
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(7) 使用人の状況（平成22年３月31日現在）

事業セグメント 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減

機械・プラント事業 247名（251名） 9名増（54名減）

物流システム事業 279名（ 67名） 5名減（12名増）

建 築 事 業 18名（  7名） 1名減（　　－）

不動産賃貸事業 4名（ 　－） －（    －）

そ の 他 事 業 40名（ 19名） 4名減（ 5名減）

全 社 （ 共 通 ） 43名（　3名） 3名増（ 3名増）

合 計 631名（347名） 2名増（44名減）

注：1.　使用人数は就業員数（当社グループからグループ外部への出向者は除く。）であり、臨

時雇用者数（季節工、派遣社員及びパートタイマーを含む。）は（　）内に当連結会計

年度の平均人員を外数で記載しております。 

2.　全社（共通）として記載されている使用人数は、特定のセグメントに区分できない管理

部門に所属しております。 

3.　不動産賃貸事業における使用人は、その他事業及び全社（共通）の事業セグメントを兼

務しております。　

　

(8) 主要な借入先の状況（平成22年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 3,037　百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 2,035 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 1,680 

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 538 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 496 

　

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

　該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成22年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 297,000,000株 

②　発行済株式の総数 138,730,741株(自己株式18,080,442株を含む)

③　株主数 17,783名 

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社りそな銀行 　5,931 　4.91

日本生命保険相互会社 　4,604 　3.81

日本マスタートラスト信託銀行株
式会社(信託口)

　3,575 　2.96

株式会社レオパレス21 　3,500 　2.90

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口)

　3,465 　2.87

株式会社みずほ銀行 　3,006 　2.49

大栄不動産株式会社 　2,125 　1.76

株式会社メタルワン 　1,539 　1.27

新日本製鐵株式会社 　1,519 　1.25

ＪＦＥスチール株式会社 　1,510 　1.25

　注：持株比率は自己株式を控除して計算しております。また、自己株式は大株主から除外して

おります。
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 ⑤　自己株式の取得及び保有

 1.当事業年度において取得した自己株式

　　　普通株式　　5,259,519株　　　取得価額の総額　930,439,194円

　 上記のうち、

  (ｲ) 定款授権に基づく取締役会決議により取得した自己株式

　　  普通株式　　5,088,000株　　　取得価額の総額　899,977,000円

  (ﾛ) 単元未満株式の買取りにより取得した自己株式

　　  普通株式   　 171,519株　　　取得価額の総額   30,462,194円

 2.当事業年度末において保有する自己株式

　　　普通株式　 18,080,442株

 

(2) 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。
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(3) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の状況（平成22年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 水 上 　 健  

常 務 取 締 役 島 崎 真 次 機械・プラント事業部長

取 締 役 有 田 貞 雄 機械・プラント事業部副事業部長

取 締 役 柳 川 　 徹
トーヨーカネツ ソリューションズ㈱

代表取締役社長

取 締 役 藤 吉 昭 二
管理本部長兼経理部長、トーヨーコーケン㈱

社外取締役

常 勤 監 査 役 能 條 輝 夫 トーヨーコーケン㈱社外監査役

監 査 役 日 野 正 晴
弁護士、㈱かんぽ生命保険社外取締役、

㈱セブン銀行社外監査役

監 査 役 宮 川 恵 一 公認会計士

監 査 役 中 村 　 高 ㈱リコー取締役専務執行役員

注：1．監査役日野正晴氏、宮川恵一氏及び中村　高氏は、社外監査役であります。

2．監査役日野正晴氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の

知見を有しております。

3．監査役宮川恵一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関

する相当程度の知見を有しております。

4．平成21年６月26日開催の第101期定時株主総会終結の時をもって、代表取締役会長清田

重昭氏は任期満了により退任致しました。
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②　取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支給人員 支 給 額

取 締 役           6 名             118 百万円

監 査 役

 （ う ち 社 外 監 査 役 ）  

          4

         (3)

             29

            (17)

合 計          10             147

注：1．当事業年度末現在の取締役は５名であります。上記員数と相違しておりますのは、平

成21年６月26日開催の第101期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任し

た取締役１名が含まれているためであります。

2．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

3．取締役の報酬限度額は、平成20年６月27日開催の第100期定時株主総会決議において月

額１千５百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。

4．監査役の報酬限度額は、平成５年６月29日開催の第85期定時株主総会決議において月

額５百万円以内と決議いただいております。

5．上記のほか、平成20年６月27日開催の第100期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰

労金制度廃止に伴う打ち切り支給額として、当事業年度中に退任した取締役１名に対

し、30百万円を支給しております。なお、当該金額は、過年度の事業報告において開

示した役員退職慰労引当金の繰入額を除いております。
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③　社外役員に関する事項
1．監査役 日野正晴氏
(ｲ) 他の法人等の業務執行者又は社外役員等としての兼職の状況及び当該兼職先と当社との関係

㈱かんぽ生命保険の社外取締役及び㈱セブン銀行の社外監査役を兼任しております。なお、い

ずれとも当社との間に重要な取引関係はありません。

(ﾛ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会へは12回開催中12回出席し、監査役会へは12回開催中12回出席し、主に弁護士として

の専門的見地から、適宜発言を行っております。

(ﾊ) 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を法令の定める限度までに限定する契約を締結

しております。

2．監査役 宮川恵一氏
(ｲ) 他の法人等の業務執行者又は社外役員等としての兼職の状況及び当該兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

(ﾛ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会へは12回開催中12回出席し、監査役会へは12回開催中12回出席し、主に公認会計士と

しての専門的見地から、適宜発言を行っております。　

(ﾊ) 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を法令の定める限度までに限定する契約を締結

しております。

3．監査役 中村　高氏
(ｲ) 他の法人等の業務執行者又は社外役員等としての兼職の状況及び当該兼職先と当社との関係

㈱リコー取締役専務執行役員を兼任しております。なお、㈱リコーと当社との間に重要な取引

関係はありません。

(ﾛ) 当事業年度における主な活動状況

取締役会へは12回開催中10回出席し、監査役会へは12回開催中10回出席し、上場会社(異業種)

の現役取締役としての豊富な経験と見識に基づき、適宜発言を行っております。

(ﾊ) 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任を法令の定める限度までに限定する契約を締結

しております。
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(4) 会計監査人の状況

　 ①  名称 新日本有限責任監査法人

   ②　報酬等の額

 支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 60　百万円 

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上

の利益の合計額
62　百万円

注： 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、こ

れらの合計額を記載しております。 

③　非監査業務の内容
該当事項はありません。　

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められるときは、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任
致します。
また、上記のほか、監査業務に重大な支障を来たす事態が生じたときには、監
査役会の同意又は請求により、取締役会で審議のうえ、会計監査人の解任又は
不再任に関する議案を株主総会に提出致します。

⑤　当社の子会社であるトーヨーカネツインドネシア社及びトーヨーカネツマレー
シア社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

　
(5) 業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は以下の通りであります。
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制
1．コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関連する組織体制、

規程、規則等を協議するとともに、重大なコンプライアンス事案の調査及び
再発防止策の審議機関とする。

2．取締役の中からコンプライアンス統括責任者を任命するとともに、コンプラ
イアンス所管部署を定め、コンプライアンスの推進に向け、コンプライアン
ス・プログラムの立案、運用、見直しを行う。

3．コンプライアンス統括責任者の指揮のもとコンプライアンス所管部署は、
(ｲ)職員の職務の執行が法令及び定款に適合することはもとより、企業倫理を遵

守し、かつ社会的責任を果たすため、グループ企業行動憲章をはじめとした
コンプライアンス諸規程を定め、全役職員に周知徹底を図る。

(ﾛ)コンプライアンスに関する研修、マニュアルの作成・配付等を行い、役職員
に対し、コンプライアンスの知識を高め、コンプライアンスを尊重する意識
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の醸成を図る。
4．内部通報（ヘルプライン）の窓口を社内及び社外（顧問弁護士）に設置し、

法令あるいは企業倫理上疑義のある行為等につき社員の直接情報提供の手段
を設ける。

②　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1．当社及びグループ（全社）のリスク管理を担当する部署を定めるとともに、

担当取締役（リスク管理統括責任者）を置く。同部署は、リスク管理規程に
基づき、リスク管理体制の構築、維持、改善を行う。

2．各事業部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスク管理の
状況を全社リスク管理部署に報告する。また、全社リスク管理部署及びリス
ク管理統括責任者は、全社のリスク管理の状況を定期的に取り纏め、取締役
会に報告する。

3．危機対応マニュアルを作成し、有事への全社的な対応体制を構築する。
③　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1．定例の取締役会を原則毎月１回開催し、重要事項の意思決定並びに業務執行

状況の監督を行う。
2．業務の有効性と効率性を図る観点から、当社及び当社グループ経営に関わる

重要事項については、「経営会議」又は「グループ社長会議」の審議及び協
議を経て、「取締役会」において意思決定を行う。

④　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する重要
書類取扱規程に基づき、適切に保存及び管理を行う。

⑤　企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
1．グループ運営・管理規程を定め、グループ会社の状況に応じた支援・指導・

管理を行い、グループ運営の円滑化並びに適正化を図る。
2．グループ会社は、その事業、規模等を踏まえ、当社のコンプライアンス諸規

程等を準用し、コンプライアンス体制の構築を行う。
3．リスク管理部署は、グループ全体のリスクの評価及び管理の体制を適切に構

築し、運用する。
⑥　監査役の職務を補助すべき使用人とその独立性を確保するための体制
1．監査役の業務補助のため監査役スタッフ（兼務を含む）を置くこととし、そ

の人事（異動・評価等）については、あらかじめ監査役会の承認を得るもの
とする。

2．監査役より監査業務に必要な命令を受けた監査役スタッフは、その命令に関
して、取締役他業務執行ラインの指揮・命令を受けない。

⑦　監査役への報告体制他、監査役監査の実効性を確保するための体制
1．取締役及び使用人は､会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生する恐

れがあるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監
査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、監査役に報告する。

2．常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、
取締役会及び事業会議等に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書
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を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めることとする。
3．代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部監査部署との連携を

図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
4．監査役会に対して、外部の専門家（弁護士、公認会計士等）に直接相談でき

る機会を保障する。
⑧　反社会的勢力排除のための体制
1. 当社グループは、グループ企業行動憲章及び倫理規程を定め、市民社会の秩

序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たないこと
を企業行動の基本として徹底する。

2. 平素より警察等の関係行政機関及び団体からの情報収集に努め、事案発生時
には、これら機関・団体及び顧問弁護士等と緊密に連携して、速やかに対処
する体制を整備する。

 
なお、当社は、財務報告に係る内部統制の評価及び外部報告については、金
融商品取引法をはじめ関係法令の定めるところに従い実施することとしてお
り、別に定める財務報告内部統制方針に基づき、財務報告の信頼性を確保す
るための体制の整備を行っております。

 

(6) 会社の支配に関する基本方針

  当社は、上記のような方針を定めておりませんが、基本的な考え方は以下の通
りであります。
　当社グループでは、グループ中期経営計画に従い、主力事業の強化等を踏まえ
た業績向上を通じて「グループの持続的な成長・発展」を達成することにより、
グループ企業価値の一層の向上を図ることが最優先課題であると考えております。
　現段階においては、いわゆる「買収防衛策」をあらかじめ定めるものではあり
ませんが、当社といたしましては、株主・投資家から負託された当然の責務とし
て、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようと
する者が現れた場合には、直ちに社外の専門家を含めて当該買付者の買収提案等
を評価し、当社の企業価値や株主共同の利益を毀損すると判断されるときは、具
体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えており
ます。
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連 結 貸 借 対 照 表

（平成22年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
〔 資 産 の 部 〕  〔 負 債 の 部 〕  
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形 及 び 売 掛 金

有 価 証 券

リ ー ス 投 資 資 産

商 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

仕 掛 品

繰 延 税 金 資 産

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

 

固 定 資 産

（ 有 形 固 定 資 産 )

建 物 及 び 構 築 物

機 械 装 置 及 び 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

（ 無 形 固 定 資 産 )

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 )

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

37,747

8,956

13,511

999

3,208

2

640

8,238

508

120

1,719

△158

 

20,620

12,489

2,445

883

338

8,734

87

338

7,791

6,617

343

35

1,154

△358

流 動 負 債 20,842
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 2,756
短 期 借 入 金 3,251
１年内返済予定の長期借入金 1,028
未 払 費 用 4,015
未 払 法 人 税 等 195
前 受 金 7,357
リ ー ス 債 務 156
賞 与 引 当 金 249
受 注 損 失 引 当 金 717
完 成 工 事 補 償 引 当 金 477
そ の 他 635

  
固 定 負 債 7,249
長 期 借 入 金 3,961
リ ー ス 債 務 364
繰 延 税 金 負 債 280
再評価に係る繰延税金負債 2,174
退 職 給 付 引 当 金 378
そ の 他 90

  
負 債 合 計 28,091

  
〔 純 資 産 の 部 〕  
株 主 資 本 29,549
資 本 金 18,580
資 本 剰 余 金 1,104
利 益 剰 余 金 13,608
自 己 株 式 △3,743

  
評 価 ・ 換 算 差 額 等 617

その他有価証券評価差額金 350
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △5
土 地 再 評 価 差 額 金 792
為 替 換 算 調 整 勘 定 △519

  
少 数 株 主 持 分 109

  
純 資 産 合 計 30,276

資 産 合 計 58,367 負 債 及 び 純 資 産 合 計 58,367
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連 結 損 益 計 算 書

(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 　 50,446

売 上 原 価 　 42,600

売 上 総 利 益 　 7,846

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 3,982

営 業 利 益 　 3,863

営 業 外 収 益   

受 取 利 息 29 　

受 取 配 当 金 129 　

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 67 　

雑 収 入 53 280

営 業 外 費 用   

支 払 利 息 81 　

為 替 差 損 259 　

雑 損 失 20 361

経 常 利 益 　 3,782

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 283 　

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 177 　

収 用 補 償 金 51 512

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 39 　

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5 　

そ の 他 9 54

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 　 4,240

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 211 　

法 人 税 等 調 整 額 453 664

少 数 株 主 利 益 　 15

当 期 純 利 益 　 3,560
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連結株主資本等変動計算書

(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

（単位：百万円）

 
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

平成21年３月3 1日　残高 18,580 1,104 10,952 △2,813 27,823

連結会計年度中の変動額      

剰 余 金 の 配 当   △503  △503

当 期 純 利 益   3,560  3,560

自 己 株 式 の 取 得    △930 △930

土地再評価差額金の取崩   △400  △400

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

     

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,655 △930 1,725

平成2 2年３月3 1日　残高 18,580 1,104 13,608 △3,743 29,549

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等
少 数 株 主
持 　 　 分

純資産合計その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ
損 益

土地再評価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

評価・換算
差額等合計

平成2 1年３月3 1日　残高 338 39 375 △652 101 89 28,014

連結会計年度中の変動額        

剰 余 金 の 配 当       △503

当 期 純 利 益       3,560

自 己 株 式 の 取 得       △930

土地再評価差額金の取崩       △400

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

12 △45 416 133 516 19 536

連結会計年度中の変動額合計 12 △45 416 133 516 19 2,261

平成2 2年３月3 1日　残高 350 △5 792 △519 617 109 30,276
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

1. 連結子会社の数 ９社

2. 主要な連結子会社の名称 トーヨーカネツ ソリューションズ㈱

ケイ・テクノ㈱

㈱ティケイエル

㈱トーヨーサービスシステム　

トーヨーカネツインドネシア社

アル・ガリーラエンジニアリングアンドコンストラクショ

ン社

ティーケーケー－ユーエスエー社

トーヨーカネツシンガポール社

トーヨーカネツマレーシア社

なお、グローバルエイト㈱は、当連結会計年度に清算した

ため、連結の範囲から除外しております。　

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法適用の関連会社の状況

1. 持分法適用の関連会社の数 ３社

2. 主要な会社等の名称 トーヨーコーケン㈱

トーヨーミヤマ工業㈱

㈱マナビス
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(3) 会計処理基準に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

1. 有価証券  

その他有価証券

・時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

2. デリバティブ 時価法 

3. たな卸資産  

・原材料 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

・仕掛品、貯蔵品 個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

1．有形固定資産

 　　

　

　

　

　

　　

当社及び国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は所在

地国の会計基準の規定に基づく定額法によっております。

ただし、当社及び国内連結子会社については、平成10年４

月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）につい

ては定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物 ３～50年  　機械装置 ６～13年

2．無形固定資産

 　　

　　

　

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
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③　重要な引当金の計上基準

1．貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

2．賞与引当金 従業員の賞与支給のため、翌連結会計年度の支給見込額の

うち、当連結会計年度に帰属する部分の金額を計上してお

ります。

3．退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお

ります。

なお、数理計算上の差異については５年による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとし、過去勤務債務については発生年度に全額

を費用処理しております。

（会計処理方法の変更）

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月

31日）を適用しております。

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益に与える影響はありません。

4．受注損失引当金 受注工事の損失に備えるため、手持ち受注工事のうち当連

結会計年度末において損失額を合理的に見積もることがで

きる工事については、将来発生が見込まれる損失額を引当

計上しております。

5．完成工事補償引当金 完成工事の瑕疵担保及びアフターサービスの費用に充てる

ため、当連結会計年度末において将来発生が見込まれる金

額を個別に検討する他、過去の実績率に基づいて計上して

おります。
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④　重要な収益及び費用の計上基準

 1. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

　　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。

　　（会計処理方法の変更）

　　完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

　　請負工事に係る収益の計上基準については、従来、着工の日から引渡の期日までの期間が１

年以上にわたる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準及び

引渡基準を採用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平

成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

号　平成19年12月27日）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約か

ら、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を

適用しております。

    これにより、当連結会計年度の売上高は1,487百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ59百万円増加しております。

 2. ファイナンス・リース取引に係る収益の計上基準

    リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約取引について振当処理の要件

を充たしている場合は振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場

合には特例処理を採用しております。

⑥　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(4) 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①  担保に供している資産

建 物 534百万円

機 械 装 置 9百万円

土 地 5,458百万円

投 資 有 価 証 券 361百万円

計 6,364百万円

②  担保に係る債務

短 期 借 入 金 594百万円

長 期 借 入 金 2,063百万円

計 2,657百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 11,509百万円

(3) 偶発債務

下記の会社の営業上の債務に対し、債務保証を行っております。

ト ー ヨ ー ミ ヤ マ 工 業 ㈱ 500百万円

(4) 土地の再評価

｢土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資

産の部に計上しております。

再評価の方法

｢土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定

める固定資産税評価額及び第２条第４号に定める路線価に基づきこれに合理的な調整を行って

算出する方法によっております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△3,117百万円
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 138,730,741株

(2) 剰余金の配当に関する事項

　　配当金支払額等

1．平成21年６月26日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

配 当 金 の 総 額 503,639,272円

１株当たり配当額 ４円

基 準 日 平成21年３月31日

効 力 発 生 日 平成21年６月29日

2. 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

平成22年６月29日開催予定の定時株主総会において次の通り付議致します。

配 当 金 の 総 額 482,601,196円

１株当たり配当額 ４円

基 準 日 平成22年３月31日

効 力 発 生 日 平成22年６月30日

　
４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、事業の円滑な遂行のための必要な資金を銀行借入により調達しております。ま

た、一時的な余資が生じた場合は、安全性の高い金融商品に限定して運用しております。

受取手形及び売掛金やリース投資資産に係る顧客の信用リスクは、管理表等により滞留状況を定

期的に確認するとともに、一部の外貨建債権に対する為替変動リスクは、必要に応じて外貨建借

入を実行することで、ともにリスクの軽減を図っております。

有価証券は高格付けで安全性の高い短期のコマーシャルペーパ－による余資の運用であり、また

投資有価証券は主にその他有価証券として保有する株式で、上場株式については四半期毎に時価

の把握を行っております。

短期貸付金及び長期貸付金は、主に持分法適用会社に対する貸付であり、業績動向や事業の動き

等を恒常的に注視し、財務状況等を把握しております。

借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び大型受注案件の一時的な資金立替等（長期）で

あり、主な長期借入金の金利変動リスクについては、金利スワップによる支払利息の固定化を図

っております。

デリバティブ取引につきましては、当社が定めたデリバティブ取引取扱規則に基づき、投機的な

取引は行わず、実需の範囲内で行う方針であります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成22年３月31日（連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につき

ましては、次の通りであります。

　 　 　 （単位：百万円）

　 連結貸借対

照表計上額
時価 差額

（1） 現金及び預金 8,956 8,956 －

（2） 受取手形及び売掛金 13,511 　 　

貸倒引当金(*1) △34 　 　

　 13,476 13,476 －

（3） 有価証券 999 999 －

（4） リース投資資産 3,051 　 　

貸倒引当金(*1) △29 　 　

　 3,022 3,136 113

（5） 投資有価証券 4,174 4,136 △38

（6） 短期貸付金 120 120 0

（7） 長期貸付金 343 　 　

貸倒引当金(*1) △12 　 　

330 331 0

　　資産計 31,081 31,157 75

（1） 支払手形及び買掛金 2,756 2,756 －

（2） 短期借入金 3,251 3,251 －

（3） 未払費用 4,015 4,015 －

（4） 長期借入金

      (１年以内を含む)

4,990 5,011 21

（5） リース債務

      (１年以内を含む)

521 561 39

　　負債計 15,535 15,597 61

    デリバティブ取引(*2) △0 △0 －

(*1)受取手形及び売掛金、リース投資資産及び長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除し

ております。

 (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と

なる項目については△で示しております。
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 （注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

　　　資産

　　（1) 現金及び預金並びに(2)受取手形及び売掛金

主に短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

　　　（3）有価証券

満期日までの期間が短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

　　　（4）リース投資資産

見積残存価額を控除したリース料債権を、満期までの期間に対応するベースレートに信用

リスクを加味したレートにより割引いた現在価値によっております。

      （5）投資有価証券　

時価につきましては取引所の価格によっております。　

      （6）短期貸付金、及び(7)長期貸付金

主に、期末日における元本に返済期日までの受取利息額を加え、期末日において適用され

る貸付金利により割引いた現在価値によっております。

　　　負債　

　　　（1) 支払手形及び買掛金、(2)短期借入金、並びに(3)未払費用

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。

　　　 (4) 長期借入金(１年以内を含む)

時価につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で

割引いて算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象

とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入

を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割引いて算定する方法によってお

ります。

　　 　(5) リース債務(１年以内を含む)

資産の(4)リース投資資産の取扱いに準じておりますが、信用リスクにつきましては債務

に対応するリース投資資産の債権者に移転しており、リスクレートを加味せずベースレー

トより割引いた現在価値によっております。
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　　　デリバティブ取引 
       (1) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。　

       (2) ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

1. 通貨関連

　 　 　 　 　 （単位：百万円）

区分
デリバティブ取

引の種類等

主なヘッジ

対象

契約額等 
時価

当該時価の

算定方法　 うち１年超

為替予約の

振当処理　

為替予約取引 買掛金

　

　

　

　

　 　 　 取引先金融機

関から提示さ

れた価格等に

よっておりま

す。　

買建 　 　 　

　米ドル 615  －　 619

　ユーロ 255 －　 251

　 合計 　 871 　 870 　

2. 金利関係

　 　 　 　 　 （単位：百万円）

区分
デリバティブ取

引の種類等

主なヘッジ

対象

契約額等 
時価

当該時価の

算定方法　 うち１年超

金利スワッ

プの特例処

理

金利スワップ取

引

受取変動・支払

固定　　

長期借入金

　

　　

4,170 3,790 (*) 　

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体とし

て処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(注)2.非上場株式（連結貸借対照表計上額2,442百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシ

ュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた

め、「資産(5)投資有価証券」には含めておりません。

(注)3.リース投資資産の連結貸借対照表計上額は、残存価額を含んでおりません。
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５．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、首都圏その他の地域において、事業所等のスペースの一部や、賃貸

用住宅等を対象とした土地や建物の賃貸を行っております。

  (2) 賃貸等不動産の時価に関する事項　
　 （単位：百万円）

連結貸借対照表

計上額

当連結会計年

度末の時価

5,450 3,989

（注）1．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した

金額であります。

2．当連結会計年度末の時価は、金額に重要性のある物件については社外の不動産鑑定士

による価格調査報告書に基づく価額、その他の物件については適切に市場価格を反映

していると考えられる指標に基づく価額であります。

　

６．１株当たり情報に関する注記

(1)１株当たり純資産額 250円39銭

(2)１株当たり当期純利益 28円75銭

　

記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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貸　借　対　照　表

（平成22年３月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
〔 資 産 の 部 〕  〔 負 債 の 部 〕  
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

売 掛 金

有 価 証 券

仕 掛 品

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 渡 金

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

関 係 会 社 短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

　　

固 定 資 産

（ 有 形 固 定 資 産 )

建 物

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

土 地

建 設 仮 勘 定

（ 無 形 固 定 資 産 )

借 地 権

ソ フ ト ウ ェ ア

（ 投 資 そ の 他 の 資 産 )

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

長 期 貸 付 金

関 係 会 社 長 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

25,685

6,908

50

7,367

999

7,182

0

1,112

17

184

1,635

289

△64

 

20,404

11,515

2,150

117

775

14

88

8,358

10

237

67

169

8,651

4,651

1,751

417

54

3,263

130

△1,617

流 動 負 債 13,008
支 払 手 形 253
買 掛 金 597
短 期 借 入 金 3,051
１年内返済予定の長期借入金 200
未 払 金 10
未 払 費 用 2,082
未 払 法 人 税 等 45
前 受 金 5,825
預 り 金 59
前 受 収 益 11
賞 与 引 当 金 121
受 注 損 失 引 当 金 553
完 成 工 事 補 償 引 当 金 167
そ の 他 27

  
固 定 負 債 6,381
長 期 借 入 金 3,650
繰 延 税 金 負 債 205
再評価に係る繰延税金負債 2,174
退 職 給 付 引 当 金 272
そ の 他 78

  
負 債 合 計 19,389

  
〔 純 資 産 の 部 〕  
株 主 資 本 25,555
資    本    金 18,580
資  本  剰  余  金 1,102
資 本 準 備 金 1,102

利  益  剰  余  金 9,592
利 益 準 備 金 173
そ の 他 利 益 剰 余 金 9,419

繰 越 利 益 剰 余 金 9,419
自   己   株   式 △3,719

評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,144
その他有価証券評価差額金 349
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 2
土 地 再 評 価 差 額 金 792
 　

純 資 産 合 計 26,699
資 産 合 計 46,089 負 債 及 び 純 資 産 合 計 46,089



－ 31 －

損　益　計　算　書

(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 　 27,416

売 上 原 価 　 23,591

売 上 総 利 益 　 3,825

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 　 1,400

営 業 利 益 　 2,424

営 業 外 収 益 　 　

受 取 利 息 104 　

受 取 配 当 金 107 　

雑 収 入 39 252

営 業 外 費 用 　 　

支 払 利 息 77 　

為 替 差 損 228 　

雑 損 失 10 317

経 常 利 益 　 2,359

特 別 利 益   

固 定 資 産 売 却 益 324 　

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 176 　

そ の 他 51 553

特 別 損 失   

固 定 資 産 除 却 損 27 　

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 5 　

そ の 他 0 32

税 引 前 当 期 純 利 益 　 2,879

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 18 　

法 人 税 等 調 整 額 756 774

当 期 純 利 益 　 2,105
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株主資本等変動計算書

(平成21年４月１日から
平成22年３月31日まで)

（単位：百万円）

 

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計

資本準備金
資本剰余金
合　　　計

利益準備金

その他利
益剰余金

利益剰余金
合　　　計

繰越利益
剰 余 金

平成21年３月31日　残高 18,580 1,102 1,102 122 8,268 8,391 △2,789 25,284

事業年度中の変動額         

利益準備金の積立             50 △50  -      -

剰 余 金 の 配 当                 △503 △503     △503

当 期 純 利 益                 2,105 　2,105     2,105

自己株式の取得                      △930 △930

土地再評価差額金
の 取 崩

                △400 △400     △400

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

                                

事業年度中の変動額合計  -  -  - 50 1,150 1,201 △930 270

平成22年３月31日　残高 18,580 1,102 1,102 173 9,419 9,592 △3,719 25,555

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

繰延ヘッジ損益
土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成21年３月31日　残高 382 46 375 805 26,089

事業年度中の変動額      

利益準備金の積立                  -

剰 余 金 の 配 当                 △503

当 期 純 利 益                 2,105

自己株式の取得                 △930

土地再評価差額金
の 取 崩

                △400

株 主 資 本 以 外 の
項目の事業年度中の
変 動 額 ( 純 額 )

△33 △44 416 339 339

事業年度中の変動額合計 △33 △44 416 339 609

平成22年３月31日　残高 349 2 792 1,144 26,699
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券  

1. 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

2. その他有価証券

・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

②　デリバティブ 時価法

③　たな卸資産  

・原材料 移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

・仕掛品、貯蔵品 個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産 定率法によっております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物　３～50年　　　　機械及び装置　６～13年

②　無形固定資産 定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。
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(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

②　賞与引当金 従業員の賞与支給のため、翌事業年度の支給見込額のうち、

当事業年度に帰属する部分の金額を計上しております。

③　退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。

なお、数理計算上の差異については５年による定額法によ

り按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理す

ることとし、過去勤務債務については発生年度に全額を費

用処理しております。

（会計処理方法の変更）

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改

正（その３）」（企業会計基準第19号　平成20年７月31日）

を適用しております。

これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与

える影響はありません。

④　受注損失引当金 受注工事の損失に備えるため、手持ち受注工事のうち当事

業年度末において損失額を合理的に見積もることができる

工事については、将来発生が見込まれる損失額を引当計上

しております。

⑤　完成工事補償引当金 完成工事の瑕疵担保及びアフターサービスの費用に充てる

ため、当事業年度末において将来発生が見込まれる金額を

個別に検討する他、過去の実績率に基づいて計上しており

ます。



－ 35 －

(4) 収益及び費用の計上基準

     完成工事高及び完成工事原価の計上基準　

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。

（会計処理方法の変更）

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、着工の日から引渡の期日までの期間が１年

以上にわたる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準及び引

渡基準を採用しておりましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成

19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号

平成19年12月27日）を当事業年度より適用し、当事業年度に着手した工事契約から、当事業年

度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

これにより、当事業年度の売上高は282百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益はそれぞれ21百万円増加しております。　

(5) 重要なヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約取引について振当処理の要件を

充たしている場合は振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を充たしている場合に

は特例処理を採用しております。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

建 物 534百万円

機 械 及 び 装 置 9百万円

土 地 5,458百万円

投 資 有 価 証 券 340百万円

関 係 会 社 株 式 23百万円

計 6,367百万円

②　担保に係る債務

短 期 借 入 金 594百万円

長 期 借 入 金 2,063百万円

計 2,657百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 9,749百万円

(3) 偶発債務

①　下記の会社の銀行借入等及び営業上の債務に対し、債務保証を行っております。

㈱ テ ィ ケ イ エ ル 1,100百万円

ト ー ヨ ー ミ ヤ マ 工 業 ㈱ 500百万円

ト ー ヨ ー カ ネ ツ イ ン ド ネ シ ア 社 61百万円

ト ー ヨ ー カ ネ ツ マ レ ー シ ア 社 46百万円

計 1,708百万円

②　下記の会社の銀行借入等に対し、保証予約を行っております。

㈱ テ ィ ケ イ エ ル 39百万円

(4) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①　短期金銭債権 1,829百万円

②　長期金銭債権 3,386百万円

③　短期金銭債務 298百万円

(5) 土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金

負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部

に計上しております。
再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第３号に定

める固定資産税評価額及び第２条第４号に定める路線価に基づきこれに合理的な調整を行って算

出する方法によっております。　

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△3,117百万円
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３．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引　　　　　　売上高 711百万円

仕入高 1,315百万円

営業取引以外の取引高 1,237百万円

　

４．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 18,080,442株

　

５．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

税 務 上 の 繰 越 欠 損 金 49百万円

未 払 事 業 税 8百万円

退 職 給 付 引 当 金 110百万円

賞 与 引 当 金 49百万円

貸 倒 引 当 金 670百万円

受 注 損 失 引 当 金 225百万円

投 資 有 価 証 券 評 価 損 184百万円

出 資 金 評 価 損 73百万円

減 損 損 失 261百万円

そ の 他 358百万円

小 計 1,993百万円

評 価 性 引 当 額 △1,773百万円

繰 延 税 金 資 産 合 計 220百万円

(繰延税金負債)

土 地 再 評 価 差 額 金 2,174百万円

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 239百万円

為 替 予 約 評 価 差 益 1百万円

繰 延 税 金 負 債 合 計 2,415百万円



－ 38 －

６．リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、製造設備等の一部については、所有権移転外

ファイナンス・リース契約により使用しております。

　

７．関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

子会社
トーヨーカネツ
ソリューション
ズ㈱

（所有）
直接 100.0%

資金の援助
役員の兼任

資金の貸付(注1)
利息の受取(注1)

　
695
23
　

関係会社短期貸付金
－

　
715
－
 

子会社 ㈱ティケイエル 
（所有）
直接 100.0%　

資金の援助 
資金の貸付(注1) 740

関係会社短期貸付金
関係会社長期貸付金

　800
1,120

利息の受取(注1) 37 － －
債務保証 債務保証(注2) 　1,140 － －

子会社
㈱トーヨーサー
ビスシステム 

（所有）
直接 100.0%

資金の援助
資金の貸付(注1)
利息の受取(注1)

－
15

関係会社長期貸付金
－

795
－

子会社

アル・ガリーラ
エンジニアリン
グアンドコンス
トラクション社 

（所有）
直接  65.0%

資金の援助 資金の貸付(注1) － 関係会社長期貸付金 687

関　連
会　社

トーヨーミヤマ
工業㈱ 

（所有）
直接  49.0%

債務保証
債務保証(注3)
保証料の受入れ
(注3)　

500
　
3

－
　

前受収益

－
　
1

関　連
会　社

㈱マナビス
（所有）
直接  12.8%
間接   3.3%

役員の兼任

工場及び土地の
売却(注4)　 　 　
　売却代金　 745 その他(流動資産) 　123

　売却益 324
その他(投資その他の
資産)

123

　利息の受取 6 前受収益 5

注：1．各社への資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

　　2．銀行借入等について、債務保証を行ったものであります。なお、保証料は受領しておりません。

    3．営業上の債務の一部について、債務保証を行ったものであります。

       4. 不動産鑑定士の鑑定価格を参考にして交渉により決定しており、支払条件は引渡時50％、残金は３年均等年賦払、金

利は市場金利を勘案して合理的に決定しております。

    5．子会社への貸倒懸念債権に対し、合計1,351百万円の貸倒引当金を計上しております。

　

８．１株当たり情報に関する注記

(1)１株当たり純資産額 221円30銭

(2)１株当たり当期純利益 16円98銭

　

記載の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月11日 

 トーヨーカネツ株式会社  

 取締役会　御中  

 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 原 正 三 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 菊 地 　 哲 
 

 　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、トーヨーカネツ株式会社の平成21年４月

１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算

書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見

を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保

証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及び

その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基

礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、トーヨーカネツ株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書

類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め

る。

 

追記情報

　　連結注記表１.(3)④1.完成工事高及び完成工事原価の計上基準に記載されているとおり、会

社は、当連結会計年度より「工事契約に関する会計基準及び同適用指針」を適用している。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告　

 独立監査人の監査報告書  

 平成22年５月11日 

 トーヨーカネツ株式会社  

 取締役会　御中  

 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人  

 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 原 正 三 

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 菊 地 　 哲 
 

 　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、トーヨーカネツ株式会社の平成21

年４月１日から平成22年３月31日までの第102期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損

益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどう

かの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用し

た会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計

算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果とし

て意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益

の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

　　個別注記表１.(4)収益及び費用の計上基準に記載されているとおり、会社は、当事業年度よ

り「工事契約に関する会計基準及び同適用指針」を適用している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

 監　査　報　告　書  

 　当監査役会は、平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第102期事業年度
の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議
の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
　
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状
況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職
務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、
情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会
議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所
において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行
が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の
適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３
項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及びそれに基づく当該体制
（内部統制システム）の構築及び運用状況を監視及び検証いたしました。子会
社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該
事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい
るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務
の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各
号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会
計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求め
ました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損
益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに
連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。
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 ２．監査の結果 
(1) 事業報告等の監査結果 
　一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正し

く示しているものと認めます。 
　二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する

重大な事実は認められません。 
　三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認
めます。 

 

　      平成22年５月12日 　
　 トーヨーカネツ株式会社 監査役会 　
　 常勤監査役 能 條 輝 夫 ㊞

社外監査役 日 野 正 晴 ㊞

社外監査役 宮 川 恵 一 ㊞

社外監査役 中 村 　 高 ㊞

　

以　上



株　主　メ　モ

　
事 業 年 度 ４月１日～翌年３月31日

配 当 金 受 領 株 主 確 定 日 期末配当金　　　３月31日

 中間配当金　　　９月30日

定 時 株 主 総 会 毎年６月

株 主 名 簿 管 理 人 ・

特 別 口 座 の 口 座 管 理 機 関
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　証券代行部

〒137-8081

東京都江東区東砂七丁目10番11号

TEL　0120-232-711（通話料無料）

上 場 証 券 取 引 所 東京証券取引所

公 告 の 方 法 電子公告により行います。ただし、やむを得ない

事由により電子公告をすることができない場合は、

日本経済新聞に掲載致します。

公告掲載URL

      http://www.toyokanetsu.co.jp/

　
（ご注意）

１．株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきまし

ては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとな

っております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿

管理人（三菱ＵＦＪ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

　

２．特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信

託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三

菱ＵＦＪ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱ＵＦＪ信託銀行全国各支店

にてもお取次ぎ致します。

　

３．未受領の配当金につきましては、三菱ＵＦＪ信託銀行本支店でお支払い致します。


